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２．学校給食センター施設長寿命化計画 

（１）学校給食センター施設の長寿命化計画の背景と目的等 

①背景と目的 

本市の第１及び第２センターは、どちらも築 40年以上経過した施設のため、老朽化

対策が課題となっています。そのため、現状の施設では将来にわたり安全で安心な学校

給食の提供が困難な状況になっています。 

全国的にも多くの公共施設が老朽化していることから、今後公共施設の更新等に多

額の費用が必要となり、各自治体で財政負担が大きくなることが予想されます。 

また、国において平成 25年度にインフラ長寿命化基本計画が策定され、本市におい

ても、平成 28 年度にインフラ長寿命化基本計画の行動計画となる半田市公共施設等総

合管理計画を策定しました。 

本計画は、半田市公共施設等総合管理計画との整合を図りつつ、学校給食センター施

設の具体的な対応方針を定める計画として策定するものです。策定にあたっては、現セ

ンターの老朽化等の実態を踏まえ、学校給食センターに求められる機能を確保しつつ、

中長期的な維持管理・更新等に係るライフサイクルコストの削減や予算の平準化を図

っていくための方針等を定めることを目的としています。 

 

②対象施設 

    本計画では、以下の施設を対象に検討を行うものとします。 

     〇新センター 

     （〇第１センター、第２センター） 

 

③計画期間 

計画期間は、令和３年度から令和 42年度までの 40年間とします。また、具体的な

更新等については、３か年実施計画を本計画の実施プログラムと位置づけ、具体化し

ていくこととします。 

なお、計画期間内であっても社会情勢の変化等への対応が必要となった場合には、

見直しを行うものとします。 

 

（２）現センター施設の実態 

①国、県における学校給食の位置づけ 

学校給食は、昭和 29年に学校給食法が制定され、その法的根拠が明確となりまし

た。その後、法改正を重ね、より衛生的でより充実した学校給食を実施するための基

準が設けられ、食育活動のひとつとしても重要な役割を果たすものとされています。 

また、平成 17年に制定された食育基本法、平成 27年に制定された学校給食におけ

る食物アレルギー対応指針など、学校給食は食育の推進に寄与し、安心・安全に実施

される必要があるものとされています。 

表 3 学校給食実施に係る主な根拠法令・基準等 
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法令等の名称 概要 

学校給食法 学校給食が果たす重要な役割に鑑み、その実施に関して必要

な事項に法的根拠を与え、学校給食制度を確立するとともに、

今後ますますその普及充実を図ることを目的に制定。 

学校給食実施基準 

第 8 条第 1 項の規定に基づき、学校給食の対象、回数、児童

生徒への配慮事項、栄養内容の基準を定める。 

学校給食衛生管理基準 

第 9 条第 1 項の規定に基づき、学校給食施設・設備の整備及

び管理、調理の過程、衛生管理体制に関わる衛生管理基準を定

める。 

大量調理施設衛生管

理マニュアル 

大量調理施設を対象に、食中毒を予防するために、HACCPの概

念に基づき調理過程における重要管理事項を定める。 

食育基本法 食育について基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、

地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的か

つ計画的に推進することを目的に制定。 

⇒第 3次食育推進基本計画（平成 28～32年度） 

第 16条に基づき、総合的かつ計画的に食育を推進するため

の基本計画。 

栄養教諭制度の創設 

（平成 17年） 

食に関する指導（学校における食育）を推進するために創設さ

れた制度で、食に関する指導体制の整備を目的としている。 

学校給食における食

物アレルギー対応指

針（平成 27年３月） 

学校設置者、学校及び調理場が地域や学校の状況に応じた食

物アレルギー対応方針やマニュアル等を策定する際の参考と

なる資料として、基本的な考え方や留意すべき事項等を具体

的に示し、食物アレルギー事故防止の取組を促進することを

目的とした指針。 

学校のアレルギー疾

患に対する取り組み

ガイドライン（令和

元年度改定） 

児童生徒におけるアレルギー疾患の増加の指摘を受け、学校

におけるアレルギー対策の推進を図ることを目的として、ア

レルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有、日常の取組と

事故予防、緊急時の対応について取りまとめている。 

学校給食の管理と指

導 七訂版【愛知県】

（平成 27年 3 月） 

おいしく、安全・安心で食に関する指導の生きた教材となる、

より良い学校給食の実践と、学校給食における様々な課題へ

の対応のため、最新の資料や情報を盛り込んだ参考資料とし

て取りまとめている。 

あいち食育いきいき

プラン 2020（平成 28

年 3月） 

本プランは、食育基本法で規定する愛知県の食育推進計画の

第３次計画となっています。本プランは、家庭、学校、地域に

おいて、食と健康に関する知識や食の大切さを学ぶとともに、

学んだ知識を家族と共有し、規則正しい食習慣を身に付ける

ための計画としています。 

愛知県学校における

食物アレルギー対応

の手引（平成 28 年 2

月） 

学校における食物アレルギー事故防止の徹底を図り、食物ア

レルギーを有する児童生徒を含めた全ての児童生徒が学校生

活を安心・安全に過ごせるようにすることを目的とする。 
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表 4 学校給食法（昭和 29年法律第 160号 最終改正：平成 27年法律第 46号） ※関係部分のみ抜粋 

（学校給食の目標） 

第二条 学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実

現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むこと

ができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、

生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理

解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

（義務教育諸学校の設置者の任務） 

第四条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施さ

れるように努めなければならない。 

 

（学校給食実施基準） 

第八条 文部科学大臣は、児童又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び

学校給食を適切に実施するために必要な事項（次条第一項に規定する事項を除

く。）について維持されることが望ましい基準（次項において「学校給食実施基準」

という。）を定めるものとする。 

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食実施基準に照らして

適切な学校給食の実施に努めるものとする。 

（学校給食衛生管理基準） 

第九条 文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調

理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な

事項について維持されることが望ましい基準（以下この条において「学校給食衛

生管理基準」という。）を定めるものとする。 

２ 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らし

て適切な衛生管理に努めるものとする。 

３ 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、

衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために

必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸

学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。 
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②学校給食センター施設のこれからの在り方 

ア 計画的な保全による長寿命化の推進 

長寿命化を推進するため、施設に不具合があった際に保全を行う「事後保全」型の

管理から、計画的に施設の点検・修繕等を行い、不具合を未然に防止する「予防保全」

型の管理へと転換に努めます。ただし、実施にあたっては、劣化状況に応じ、市の財

政状況を踏まえた中長期的な視点による対応を行います。 

イ 安全快適に利用できる施設づくり 

学校給食センターは、学校給食の拠点であるため、安心・安全な学校給食の提供を

安定的に継続していく必要があります。また、子どもの食に関わる教育・学習、保護

者への様々な教育研修等、食文化に対する興味・関心を高めるための機能を有する施

設としていきます。 

 

③現センター施設の老朽化の実態 

ア 構造躯体の健全性の評価及び構造躯体の劣化状況等の評価 

文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に沿った下図表の評価方

法で構造躯体の健全性の評価や劣化状況等の評価を行いました。 

 

表 5 建物情報一覧表の情報 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 構造躯体の健全性 

資料：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」  

情報・評価 記載・判定内容 

建物基本情報 公有財産台帳 

構造躯体

の健全性 

耐震安全性 新耐震・旧耐震基準 

旧耐震基準については耐震診断結果 

長寿命化判定 ＲＣ造ではコンクリート圧縮強度（13.5Ｎ／ｍ㎡）

をもとに「要調査」「長寿命」の判定 

劣化状況評価 ５部位の劣化調査をもとに健全度判定 
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表 6 劣化状況評価 

区分 評価方法 評価基準 

評価

基準 

現地調査を

実施し、屋

根・屋上・

外壁は目視

状況により 

、内部仕上

げ・電気設

備・機械設

備は部位の

全面的な改

修年数を基

本にＡ・Ｂ 

・Ｃ・Ｄの

４段階で評

価 

 

 

 

 

 

評価基準 

目視による評価【屋根・屋上、外壁】 

 

良好 

 

 

 

 

劣化 

評価 基  準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 部分的に劣化(安全上、機能上、問題なし) 

Ｃ 
広範囲に劣化(安全上、機能上、不具合発生の

兆し) 

Ｄ 

早急に対応する必要がある 

(安全上、機能上、問題あり) 

(躯体の耐久性に影響を与えている) 

(設備が故障し施設運営に支障を与えている)等 

 

経過年数による評価【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

 

良好 

 

 

劣化 

評価 基  準 

Ａ 20年未満 

Ｂ 20～40年 

Ｃ 40年以上 

Ｄ 
経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場

合 
 

健全

度の

算定 

各建物の５

つの部位に

ついて劣化

状況を４段

階で評価し 

、100点満

点で数値化

した評価指

標 

 

 

 

 

 

 

①部位の評価点 

 評価点 

Ａ 100 

Ｂ 75 

Ｃ 40 

Ｄ 10 

 

 

 

 

②部位のコスト配分 

部位 コスト配分 

１ 屋根・屋上 5.1 

２ 外壁 17.2 

３ 内部仕上げ 22.4 

４ 電気設備 8.0 

５ 機械設備 7.3 

計 60 
 

③健全度 

総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60 
 

 

資料：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」 
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イ 劣化状況等の評価結果 

棟別の劣化状況の評価結果は下表のとおりとなっています。 

 

表 7 施設一覧 

建物基本情報 劣化状況評価 

番

号 
施設名 

建物

用途 

構
造 

階
数 

延床 

面積 

(㎡) 

建
設
年 

耐
用
年
数 

築
年
数 

屋
根
屋
上 

外
壁 

内
部
仕
上 

電
気
設
備 

機
械
設
備 

健
全
度 

1 
第１ 

センター 
給食セ
ンター Ｓ 2 1,306 1970 38 50 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 40 

2 
第２ 

センター 
給食セ
ンター ＲＣ 2 1,274 1976 50 44 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 40 

 

④今後の維持・更新コスト 

ア 従来型・長寿命化型のコスト比較 

上位計画である半田市公共施設等総合管理計画の長寿命化の実施方針におい

て、従来の考えでは、建築物として一般的な鉄筋コンクリート造の耐用年数は 50

年程度、鉄骨造の耐用年数は 38 年程度とされるなか、ライフサイクルコストの

低減を目指すには長寿命化が必要とされています。 

また、一般的に従来型の改築中心から改修による長寿命化に切り替え、計画的

な機能向上と機能回復に向けた修繕・改修を建物全体でまとめていくことで、予

防保全対応の実施と年あたりのコストの削減が可能となるとされています。 

こうした状況を踏まえ、ライフサイクルコストの中でも、費用的な差が生じに

くい光熱費等を除いた、大規模改修工事・長寿命化改修工事・改築工事に必要な

費用について試算比較を行ってみると、年あたりの概算コストは従来型が 12,096

万円に対し、長寿命型は 10,584万円と 12.5％の低減になる試算となります。 

 

表 8 新センターの年あたり概算コスト（従来型・長寿命化型） 

区 

分 

基礎データ 大規模改造 長寿命化改修 改築 年当りコスト比較 

目標

使用

年数

(年) 

単価 

(万円/

㎡) 

延床面

積(㎡) 

回数

(回) 

1回当り

費用(万

円) 

【係数 

0.25】 

回数

(回) 

1回当り

費用 

(万円) 

【係数 

0.6】 

回数 

(回) 

1回当り

費用 

(万円) 

【係数 1】 

総費用 

(万円) 

年当り

コスト 

(万円 

  /年) 

従来型

を 100

とした

値 

従来型 50 72 5,600 2 100,800 0 0 1 403,200 604,800 12,096 100 

長寿命

化型 
80 72 5,600 2 100,800 1 241,920 1 403,200 846,720 10,584 87.5 

※大規模改造及び長寿命化改修の係数とは改築にかかる費用を 1 とした場合の費用割合。総費用とは目標耐用

年数まで使用したときにかかる全コスト（従来型では 50 年間、長寿命化型では 80 年間にかかる費用として

積算する）。 
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イ 40年間の維持・更新コスト（長寿命化型） 

ライフサイクルコストについては、建設費だけでなく運用費（光熱費等）、保全費、

修繕・設備更新費等が含まれます。 

新センターは、令和５～６年度に建設を予定しているため、その際、多額の更新費

用が必要となりますが、その後は長寿命化型の維持・更新を行っていきます。現セン

ターの人件費を含む運営費等が年間約２億円となっており、今後も同様の金額が必

要となる見込みです。なお、長寿寿命化改修は 40年後となりますが、それまでの間、

計画的に施設の維持管理・修繕・更新等を行う予防保全に努め、施設の長寿命化を図

ります。 

 

（３）学校給食センターの基本的な方針等 

今後の本市の公共施設整備にあたっては、高度成長期に建設された施設の改築等が増

えることにより、財政負担が大きくなることを考慮し、限られた予算の中で計画的に施

設の老朽化対策を行っていく必要があります。また、実施にあたっては、長寿命化改修に

よる整備に重点を置いていく必要がある一方で、建物の状態や地域の実情に応じて改築

が必要となる施設もあります。公共施設全体の老朽化対応があるなか、学校給食センタ

ーの基本的な対応方針を次のとおり定めます。 

 

①学校給食センター施設の規模・配置計画等の方針 

本計画では、現状の児童生徒数をもとにした給食供給数を踏まえるとともに、将来の

児童生徒数を見据えた給食供給数に見合った施設規模とします。 

また、施設の更新にあたっては学校給食センターとしての役割のほか、子どもの食に

関わる教育・学習、保護者への様々な教育研修等の場としての機能等も検討を行って

いくこととします。また、衛生管理基準に適合し、かつ効率的な調理が可能となる動

線を確保した配置計画とします。 

 

②改修等の基本的な方針 

ア 長寿命化の方針 

上位計画である半田市総合管理計画において、維持管理・修繕・更新等の実施方針

として適切な点検や診断の実施により、対処療法的な修繕ではなく、計画的に維持管

理・修繕・更新等を行う予防保全に努めるとしており、本計画においても予防保全に

よる施設の改修等を行うことを前提に施設の長寿命化を図っていくこととします。 
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図 3 改築中心から長寿命化への転換の一般的なイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」参考 

イ 目標使用年数、改修周期の設定 

半田市総合管理計画では、長寿命化による更新サイクルを 80年としており、本計

画においても同様に目標使用年数を以下のように設定します。また、改修周期として

は、長寿命化改修が 40年、大規模改造が 20年とします。 

 

表 9 目標使用年数 

区   分 目標使用年数 

新センター 80年 

40～50 年間 

経年による 
機能・性能の劣化 

80 年 60 40 20 竣工 

大規模改造費 
（事後保全的な改修） 

大規模改造費 
（事後保全的な改修） 

建物の水準 

改築費 改築費 

改築改築 

改
築
中
心
の
イ
メ
ー
ジ 

70～80 年間 

 

経年による機能・性能の劣化 

80 年 60 40 20 竣工 

大規模改造費 
（予防保全的な改修） 

大規模改造費 
（予防保全的な改修） 

改築費 長寿命化改修費 

（改築の６割 程度の費用） 建物の水準 

・外装、内装等の改修 
・断熱化等のエコ改修 
・給排水衛生設備 

・空調設置 

改築 大規模改造 
（原状回復等） 

長寿命化改修 
（機能向上） 

・鉄筋の腐食対策 
・耐久性に優れた仕上げ 
材への取替 

 

大規模改造 
（原状回復等） 

・外装、内装等の改修 
・断熱化等のエコ改修 
・給排水衛生設備 

・空調設置 

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ 

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう） 
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表 10 改修周期 

区   分 改修周期 

長寿命化改修※ 40年 

大規模改造 20年 

※総合管理計画における大規模改修に相当 

 

（４）基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

①改修等の整備水準 

改修ごとの整備水準については、ライフサイクルコストを重視し、長寿命化しやすさ

に配慮した改修を行っていくものとします。また、コストに配慮しながら環境性能や衛

生管理水準を高めます。また、文部科学省「学校施設バリアフリー化推進指針」に基づ

いた整備に努めるのはもちろんのこと、ユニバーサルデザインにも配慮していきます。 

 

②維持管理の項目・手法等 

半田市公共施設等総合管理計画に基づき作成した、半田市建築物等点検の手引き及

び定期点検記録表を参考に、下表に示す点検項目ごとの劣化状況を定期的に点検する

ことで、適正な維持管理を図ります。 

表 11 定期点検記録表における点検項目 

基本情報 点検年度、施設名称、点検者、点検日 

点検項目 大分類 中分類 小分類 

敷地 外周、外周以外、雨水排水

関係、避難関係、その他 

擁壁、雨水桝、工作物、車路、消防活動用空

地、側溝、駐車場、通路、フェンス、塀、物置、

門 

屋外 構造体（躯体）、屋外階段、

外壁、機械設備、玄関ポー

チ、建物周囲、建物の接合

部、電気設備、軒、庇、バル

コニー、屋根 

雨樋、衛生設備、外装材、ガス設備、換気設

備、空調設備、コンセント、仕上げ、消防設備、

照明器具、接地部分、中間ドレン、手摺、軒

裏、パラペット、付属品、防水層、仕上げ材、放

送設備、ルーフドレン、全般、その他 

屋内 機械設備、階段、構造体

（躯体）、建具等、建物の接

合部、電気設備、天井、内

壁、床 

給水設備、衛生設備、ガス設備、換気設備、空

調設備、コンセント、仕上げ、自動扉、シャッタ

ー、消防設備、照明器具、排煙口、排煙窓、排

煙用開放装置、排水設備、窓、ドア、全般、そ

の他 

共通 注意事項 全般 

表 12 劣化状況 

劣
化
状
況 

変質 錆びている、錆汁が出ている、シミがある 

ひび・破損 ひび割れている、割れている、折れている、破れている、切れている 

変形 凹んでいる、傾いている、ゆがんでいる、曲がっている、ガタついている 

はく離 剥がれている、ふかふかする、膨らんでいる 

脱落 落ちそう、ぶら下がっている、垂れている、ずれている 

その他 上記以外の劣化状況を記載する 
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（５）改修等の優先順位付け 

実態を踏まえ、大規模改修等の改修を行う際には、改修内容の精査を行うため、優先

順位付けを行います。以下の優先順位の考え方をもとに実施計画を策定します。 

 

表 13 改修等の優先順位 

優先順位 改修等の内容 

１ 安心・安全への対応（衛生管理基準維持の改修、防水・外壁改修等） 

２ 施設機能の確保（給水・電気・調理設備改修等） 

３ 食育推進への対応（見学対応、調理体験機能等） 

 

（６）長寿命化の実施計画 

建設事業や長寿命化改修等は、毎年度向こう３か年度の計画を作成し、具現化してい

くこととします。 

今後の長寿命化のコストとしては、基本的に長寿命化型（文部科学省推奨）の予防保全

コストを見込むものとします。なお、検討にあたっては、学校給食センター以外の公共施

設の更新を含めた予算の平準化にも配慮し進めていきます。 

 

表 14 実施計画 

 事業費（千円） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

建設事業費（改築） 41,543 288,379 3,209,877 

その他施設整備費 0 0 0 

維持修繕費 6,704 6,704 6,704 

光熱水費・委託費 35,000 35,000 35,000 

合計 83,247 330,083 3,251,581 

  ※「建設事業費（改築）」以外の経費は、現センターの過去の実績を元に見込費用を設定し、計上

しています。 

 

（７）長寿命化計画の継続的運用 

①情報基盤の整備と活用 

今後、学校給食センターでは、情報基盤を整備するため、１年毎の定期点検記録表に

おける学校給食センター施設の状態に関する情報を整理するとともに、過去の部位毎

の改修・交換履歴、事故・故障の発生状況等をデータベースとして一元的に蓄積するも

のとします。また、蓄積された施設データベースを計画的な保全に活用していくものと

します。 

 

②推進体制等の整備 

本計画をもとにした学校給食センター施設の維持管理に関するマネジメントを行っ

ていくものとします。また、不具合箇所の早期発見・早期改修によりランニングコスト
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の低減を図るため、日常管理・点検を充実していく必要があり、学校教育課と連携しつ

つ、学校給食センターの保全を行うものとします。 

 

③フォローアップ 

建設事業や長寿命化改修に関する事業を実施する際には、３年間の実施計画を毎年

更新する形で、事業の進捗状況、事業成果等を反映し、個別の年次、事業費を精査し具

現化していくこととします。 

 

（８）まとめ 

学校給食センターには、おいしく、安心・安全で栄養価のある学校給食を提供できる施

設づくりが求められています。しかしながら、現センターの状況をみると、施設の劣化が

広範囲に進んでいることや、電気・機械等の設備の老朽化が進んでおり、安全や機能上の

不具合の兆しがある状態が確認されました。そのため、現センターの耐用年数を伸ばす

ための長寿命化改修の対応ではなく、建替えることにより、将来にわたり、安心・安全な

学校給食を提供できる施設としていきます。 

また、今後の維持・更新コストは、従来型（事後保全で 50年使用）で行った場合と長

寿命化型（予防保全で 80年使用）で行った場合を比較すると、年あたりコストは従来型

に比べ長寿命化型の方が低くなる試算結果となりました。そのため、建替え後の新セン

ターにおいては予防保全に基づく、長寿命型の施設管理を行っていくものとし、ライフ

サイクルコストの縮減及び予算の平準化を図っていくものとします。更には、情報基盤

及び推進体制の整備・継続的な運用を行うのは、新センター建設後とし、それまでの間

は、現センターを建替えることを前提とした事後保全による従来型の施設管理を維持し

つつ、施設管理コストの縮減に努めるものとします。 
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